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社会福祉施設等におけるノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について 
 
 平素より本市の保健福祉行政の推進にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
 社会福祉施設等のノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について、厚生労働省より事務連絡がありまし

たので、その内容についてお知らせします。 
 感染性胃腸炎の患者発生は、例年 12 月の中旬頃にピークとなる傾向があります。昨年では、第 47 週（11
月 18～11 月 24 日）以降、感染性胃腸炎の定点医療機関当たりの患者の発生届出数に増加傾向が見られて

います。また、この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特にノロウイルスによる集団発生例が多く見られ

ています。 
 ノロウイルス食中毒においては、令和元年の食中毒統計資料から得られた結果によると約８割は調理従事

者を介した食品の汚染が原因とされており、手洗いや就業前の健康状態の確認といった、調理従事者の衛生

管理の徹底が予防対策として重要です。 
 つきましては、今後のノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒が急増するシーズンに備え、下記の厚生

労働省通知をはじめ、関係通知等を参考に、改めて貴施設での手洗いの徹底、糞便・吐物の適切な処理等の

感染症・食中毒予防に努めるようお願いいたします。 
  

記 

 

１ 厚生労働省通知等 
(1) 社会福祉施設等におけるノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について（令和２年 

１２月１４日厚生労働省事務連絡） 

(2) 社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・ 

  まん延防止策の一層の徹底について（平成１９年１２月２６日厚生労働省関係局課長 

連名通知） 

(3) ノロウイルスに関するＱ＆Ａ 

(4) （別添）ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について（令和２年１２月１０日 

厚生労働省事務連絡） 

 

２ 参考 

(1) ノロウイルス等検出状況 2020/21 シーズン 

   https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html 
(2) ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット 

   https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000685509.pdf 
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